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一橋大学経済学研究科 

 蓼沼宏一 

 

１．長期の世代間資源配分問題の特性 

 

（１）関係する世代 

①現在の退職者世代 

②現在の勤労者世代 

③現在の子供世代 

④これから誕生する将来世代 

の間の資源配分問題。 

このうち、現在の政策について投票権（決定権）を持つのは①と②のみ。 

 

（２）起因者と被害者（または受益者）との時間的隔絶 

政策を決定する世代とその影響を受ける世代との時間的隔絶 

 

（３）《将来世代の可塑性》 

デレク・パーフィット(1982, 1984)によって指摘された将来世代の《非同一性問題 

(non-identity problem)》。 

将来どのような選好や価値をもつ人々が、どれだけの人口で存在することになるのかは、

現在世代の行動によって決定される経路次第で異なる。（例：子供手当、社会保障政策） 

 

２つの重要な含意： 

１）現在世代の行動がもたらす帰結を評価する際の情報的基礎である将来世代の選好が、

現在世代の行動に左右されて異なる。 

   →政策評価の困難性 

２）将来時点で意思決定を行う人々――その意思決定はさらに遠い将来の世代に影響を及

ぼす――の選好および価値基準が、現在世代の行動に依存する。 

→教育・啓蒙活動の重要性 

 

（４）将来発生する事象の不確実性 
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２．規範的評価基準の適用可能性 

 

（１）パレート基準と補償原理 

 

関係する人々すべてが自分自身の選好にしたがって比較するとき、誰も政策 a より政策 b

を選好することはなく、少なくとも一部の人々は政策 aの方を選好するとき、政策 aは政

策 b を《パレートの意味で改善する》または単に《パレート改善する》という。また、政

策 aの実行がそれを実行しないという政策をパレート改善するとき、政策 aの実行は《パ

レート改善である》という。 

 

政策 aを実行したときに、利益を得る人々から損失を被る人々へ《仮に》適切な貨幣の移

転が行われれば全員の状態を高め得るとき、政策 aの実行は《カルドアの意味で改善》で

あるという。 

 

適用上の問題： 

１）賦課方式の年金の負担と給付のように、コンスタント・サムの分配問題では、政策を

巡って必ず利害対立があり、パレート改善は不可能。 

２）社会資本整備のための国債発行の場合には、その社会資本からの便益が充分に大きい

限りにおいて、受益者への課税によりパレート改善を実現する可能性がある。 

３）長期の問題では、将来世代の可塑性（非同一性問題）により、個々人の選好に照らし

て２つの政策の帰結に序列を付けることは不可能。 

 

（２）権利と義務 

 

「将来世代は現在世代に対して財政赤字の削減（あるいは社会保障制度の改革）を要求す

る権利をもち、現在世代は将来世代に対して財政赤字の削減（あるいは社会保障制度の改

革）を実行する義務を負う」という主張は正当か？ 

将来の被害者の可塑性のために、将来世代と現在世代との関係をこのように単純な権利―

義務関係で把握することには論理的な難点がある。なぜなら、巨額の財政赤字の削減ある

いは社会保障制度の改革といった、人々への影響の大きい政策が実行された場合と、実行

されなかった場合とでは、将来存在する人々の identity が異なるからである。 

 

（３）責任と補償 

 

ドウォーキン(1981)、ローマ―(1985, 1986)、フローベイ(1995, 1998) 

《支配に基づく責任（responsibility by control）》：ひとは自分の自由意志によってコン
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トロールできる選択の帰結に対しては責任を負う。《選択の自由》を行使することに伴う責

任を選択主体に帰属させて、その選択が不利な結果に帰着してもその責任の転嫁を認めな

い。逆に、自分がコントロールできない要因による不利益に対しては、社会的な《補償

(compensation)》が支払われなければならない。 

 

現在世代の決定する財政赤字や社会保障制度に関わる政策は、将来世代の人格および厚生

に対して、将来世代には責任を問えない形で影響する。さらに、現時点で実行する政策を

完全にコントロールしているのは現在世代である。 

 

将来の被害者の可塑性のために、現在世代が行う選択の結果に依存してその選択の帰結を

経験する主体の人格が決定され、その主体が享受し得る厚生もまた決定される。したがっ

て、ある政策が実行された場合に生存する将来世代が、現在世代の行為によって被害を受

けたとは言えず、被害に対する補償を要求することも正当化できない。 

 

長期的な経済政策の規範的基礎を求めるためには、現在世代が行う《選択》の意味とその

選択に伴う《責任》の意味について、さらに注意深い考察が必要。 

 

３．歴史的経路選択に対する責任 

 

（１）支配に基づく責任 

 

現在世代による財政赤字や社会保障制度に関わる政策決定は、将来世代の人格および福祉

に対して、将来世代には責任を問えない形で影響する。 

現時点で実行する政策を完全にコントロールしているのは、ひとえに現在世代である。 

 

現在世代が行う選択は現在から将来への歴史的経路の選択である。 

この選択は将来世代の人格と彼らが享受する厚生の双方を、一方的・外部的・不可逆的に

決定する行為である。 

 

現在世代の選択は、潜在的に生存可能な将来のすべての人々の存在および厚生に影響を及

ぼす社会的・歴史的選択でありながら、時間的構造のために将来世代はその意思決定に関

与できない。 

現在世代の選択は、潜在的に生存可能なすべての人々を代表して行われる意思決定である。 

 

現在世代が将来世代に対して負うべき《責任》とは、明確な評価基準に照らして現在世代

の選択が社会的に最善であると説明可能な経路を選択する責任――《説明責任
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（accountability）》――である。 

 

 

 

 

  

 

 

 

past present future 

図：世代間の歴史的構造 
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（２）歴史的経路における継起的意思決定 

 

将来世代の可塑性により、現在世代の選択は将来時点の意思決定基準を変え得るという間

接的効果を通じて、将来時点の選択にも影響を及ぼす。 

 

現在世代の選択がもたらす３つの効果： 

１）現在および将来の客観的環境に及ぼす直接的効果 

２）将来の被害者（または受益者）としてのひとびとの存在と特性に及ぼす効果 

３）将来の意思決定主体としてのひとびとの選好や価値基準に及ぼす効果 

 

４．歴史的経路の評価基準とその含意 

 

現在から将来への歴史的経路を規範的に評価する基準 

 

（１）責任と補償 

 

仮に、国家財政が破綻し、金融危機、不況、高失業率等を引き起こした結果、その時点に

生存する世代の厚生を著しく低下させたとする。このように、自己が責任を負うべきでは

ない要因によって低水準の厚生しか実現できない世代の存在する経路は、望ましいとは言

えない――たとえ、その世代が現在世代に対して補償を要求する権利を有しないとしても。 

 

（２）選択の自由の尊重 

 

巨額の財政赤字は、将来世代の選択し得る財政政策および再分配政策を制約する可能性が

ある。各世代の自由な選択が阻害されている歴史的経路は、望ましいとは言えない。 

 

（３）社会厚生の評価 

 

１）個人の境遇評価の情報的基礎 

 

《効用》：快楽、幸福、欲望充足という主観的感情 

 

《社会的基本財(social primary goods) 》 (ジョン・ロールズ(1971))： 

所得と富、基本的自由、移動と職業選択の自由、責任のある地位、自尊の社会的基盤など、

個人がどのような価値をもとうとも、その価値の追求手段として有用な資源 
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《機能と潜在能力( functionings and capabilities) 》（アマルティア・セン (1980, 

1985)： 

適切な栄養を得ること、健康であること、防ぐことのできる疾病による死亡を回避するこ

と、自尊を維持すること、共同体の生活に参加することといった、個人が維持できる状態

および為し得る行為であって、《個人の存在自体を構成する要素》を《機能(functionings)》

とよぶ。 

個人が実現できる機能のさまざまな組み合わせ全体から成る集合を《潜在能力

(capability)》とよぶ。これは、個人の生き方・在り方に関する選択の自由度を表現する。 

 

２）ロールズ格差原理 

 

現在から将来への歴史的経路を評価する際に、評価主体がどれだけ個人的な利害を離れて

《不偏的（impartial）》な観点から評価を行うかという点が重要。 

 

ロールズ (1971) は、《原初状態（original position）》という仮想的な状況を設定。歴史

的経路の選択という論脈では、原初状態においてひとは自分がどの世代に生まれ落ちるこ

とになるか、また生まれ落ちた世代内でいかなる社会的位置を占めることになるか、そし

て同世代の人々と比較して自分がどのような優位または劣位をもつことになるかを知るこ

とができないものとされる。そのため、どの世代のどの社会的位置に生まれ落ちるにせよ、

その立場の如何にかかわらず公正な社会的処遇を期待できる状態を優先的に評価する誘因

をもつことになるために、ひとは倫理的に不偏的な判断をくだすことになる。 

 

ロールズは、原初状態という理論的な虚構のもとでの合理的な選択は、最も不遇なひとの

境遇をできるだけ改善する歴史的経路を選択することだと考えた。この評価基準は《格差

原理》ないし《マキシミン原理》とよばれる。 

 

この原理に基づく選択は、どのような情報的基礎に依拠して人々の境遇を測るかという測

定基準の設定次第で、異なるインプリケーションをもつ。 

 

３）功利主義 

 

個人間で比較可能かつ基数的な効用の存在を仮定。 

評価基準として、人々の効用の総和を計算する《総効用関数》と、効用の平均値に注目す

る《平均効用関数》がある。人口が固定されている社会においては両者がもつインプリケ

ーションは同一であるが、《将来の被害者の可塑性》により人口自体が内生変数である場合
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には、全く異なるインプリケーションが導かれる。 

 

(a) 総効用関数 

《repugnant conclusion》（デレク・パーフィット (1982, 1984)）： 

任意の社会状態に対して、人口一人当たりの効用はより低いが、十分に大きな規模の人口

が生存するために総効用はより高い社会状態が存在する。この場合、一人一人は貧困であ

りながら膨大な人口を抱える社会状態の方がより望ましいと、この基準は判断することに

なる。 

 

(b) 平均効用関数 

上記の repugnant conclusion は回避される。 

他方、任意の社会状態に対して、そのもとで人々が得る平均効用を下回る効用しか享受し

ていない人々が仮に存在しない社会状態を考えると、後者の状態では前者の状態で得られ

るよりも高い社会厚生が得られることになる。享受する効用が平均以下であるとはいえ、

その人々の一生もまた生きるに値する (life worth living) ものであるとしても、この社

会厚生関数はそのような価値ある人生が実現しないほうが社会的に望ましいと評価してし

まうという、別の意味での《repugnant conclusion》が導かれる。 

 

(c) Critical-Level Utilitarianism ： 

ブラッコビー＝ボッサール＝ドナルドソン (1995, 1997): 

効用を《生きる価値のある life》 とそうでない life との境界値をゼロとすることによ

って標準化した上で、効用の総和をとる。 
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